
1 

 

保険金請求時にご提出いただく書類のリスト 中小企業・農林水産業輸出代金保険 

 

提出書類 備考 

１. 保険金請求書 別紙様式による保険金請求書、証券番号・決済期限毎に作成 

２. 未決済の事実及び当該未

決済額を確認できる書類 

(1) 手形及びILC決済の場合は、銀行が発行する未決済額の確認

可能書類等（銀行間のSWIFT電文書類の写し等、銀行等から

の取立や督促に対して不払いを確認できる書類） 

(2) 上記(1)以外の場合は、支払人が未決済額を確認した書類

（債務確認書等）又は被保険者が未決済額を表明した書類 

３. 保険事故を確認できる書

類 

(1) 約款第２条第１号、第２号、第４号、第５号、第６号又は

第７号に該当する事由による保険事故については、当該規

制及び措置に関する法令等当該事実を証する書類 

(2) 約款第２条第３号に該当する事由のうち、支払国に起因す

る外貨送金遅延による保険事故については、輸出契約の相

手方が外貨送金に必要な手続を実施していることを証する

書類（ローカル・デポジットの証明書の写し、外貨割当申

請書の写し等） 

(3) 約款第２条第８号に該当する事由による保険事故について

は、その事実を報道した新聞記事の写し等当該事実を証す

る書類 

(4) 約款第２条第９号に該当する事由による保険事故について

は、本邦外において生じた事由につき、その内容を証する

書類 

(5) 約款第２条第10号に該当する事由による保険事故について

は、現地裁判所の公告、破産管財人の決定等、手続の開始

を証する書類 

(6) 約款第２条第11号に該当する事由による保険事故について

は、当該公的機関が支払不能の事実を明らかにした書類の

写し（会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続又は当

該国その他の外国の法令に基づく制度上これらに準ずる手

続開始の決定については、現地裁判所の公告等手続の開始

を証する書類の写し） 

４. 輸出契約の成立及び内容

を確認できる書類 

(1) 輸出契約書、発注書等の書類の写し（契約当事者双方のサ

インを確認できるもの） 

(2) 個別契約の他に別途基本契約等がある場合は、当該契約書

の写し 

(3) 輸出契約の変更が行われた場合は、変更後の契約書の写し 
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５. 船積の事実及び内容を確

認できる書類 

B/L、インボイス等船積書類の写し 

 

６. 損失防止軽減義務の履行

を確認できる書類 

以下に掲げる主な損失防止軽減措置を実施したことを証する書

類 

① 支払人に対する支払の督促を確認できる書類 

② 保険の対象である債権を時効としない措置を取ったことを

証する書類 

③ 保証人がいる場合は、保証人に対し保証の履行請求を行っ

たことを確認できる書類 

④ 担保権の設定がある場合は、担保権を行使したことを確認

できる書類 

⑤ 輸出契約上の債権保全に係る輸出者の権利を行使したこと

を確認できる書類 

⑥ 貨物の保全が可能な場合は、貨物を保全したことを確認で

きる書類 

⑦ 弁護士又は回収業者に債権の取立を依頼した場合は、当該

取立を依頼したことを証する書類 

⑧ 輸出契約の相手方について破産手続、会社更生手続、民事再

生手続、特別清算手続又は当該国その他の外国の法令に基

づく制度上これらに準ずる手続が開始された場合は、債権

届出を証する書類及び（もしあれば）届出債権の認否を確認

できる書類 

⑨ 法的措置を講じた場合は、当該措置の内容を証する書類 

７. 過去の取引状況を確認で

きる書類 

保険金請求に係る船積日前６月間に決済期限が到来した取引が

ある場合は、船積日、決済期限、決済されるべき金額、入金日、

入金金額を含む一覧表 

８. 保険証券 (1) 質権者又は譲渡担保権者が請求する場合は、保険証券の原

本 

(2) 上記(1)において契約変更や保険期間の延長等により、変更

証券が発行された場合は、当該証券の原本 

９. 手形の写し 手形取引の場合（ユーザンス付き手形の場合は引受通知と共に

提出のこと） 

10. 保証状の写し ILC、L/Gなど支払保証付き案件の場合 

11. 質権者又は譲渡担保権者

からの委任状又は同意書 

質権又は譲渡担保が設定されており、当該質権者又は譲渡担保

権者以外の者が請求者である場合 

12. 代金回収不能貨物の処分

に係る回収費用を確認で

きる書類 

主な費用は、以下のとおり。 

代金回収不能貨物の処分・転売費用（倉庫保管料、転売のため

の再加工費用（梱包・運送費・保険料を含む）） 
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13. 他の保険の請求状況を確

認できる書類 

同一の輸出契約について、日本貿易保険との間で別の保険契約

が締結されている場合又は民間損害保険会社との間で貿易保険

と同様なてん補範囲となる保険が重複して契約されている場合

は、その契約内容を確認できる書類（ただし、海上保険につい

ては対象外） 

※上記提出書類は、日本貿易保険が認めた場合に限り、他の書類で代替することができます。 


